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LQUOM 株式会社 代表取締役 新関和哉 
 
第１条（⽬的） 
LQUOM 株式会社（以下、会社という）が「研究機関における公的研究費の管理・監査の
ガイドライン（実施基準）」に基づき、競争的研究費等の運営・管理を不正なく⾏うことを
⽬的とする。 
 
第２条（責任体系の明確化） 
代表取締役は、競争的研究費等の運営・管理について定め、競争的研究費等の取扱に関する
規程において責任体系ならびに職務分掌を規定する。 
 
第３条（適正な運営・管理の基盤となる環境の整備） 
代表取締役は、適正な運営・管理の基盤となる環境の整備をする。 
1. コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関係者の意識の向上と浸透） 
2. ルールの明確化・統⼀化 
3. 職務権限の明確化 
4. 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運⽤の透明化 
 
第４条（不正を発⽣させる要因の把握と不正防⽌計画の策定・実施） 
会社は、不正を発⽣させる要因を把握し、具体的な不正防⽌計画を策定・実施することで、
関係者の⾃主的な取組を喚起する。 
 
第５条（研究費の適正な運営・管理活動） 
会社は、不正防⽌計画を踏まえ、適正な予算執⾏を⾏う。また、研究費の執⾏に関する書類
やデータ等は、後⽇の検証を受けられるように定められた期間保存する。それにより会社は
執⾏状況を把握する。 
 
第６条（情報の伝達を確保する体制の確⽴） 
会社は、通報窓⼝を設置し周知する。 
 
第７条（モニタリングの在り⽅） 
会社は、不正発⽣リスク低減を⽬指し、会社全体の視点から実効性のあるモニタリング体制
を整備・実施する。 
 



第８条（⾏動規範） 
会社に所属する構成員（「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施 
基準）」に準じ，本学に所属する⾮常勤を含む，研究者，事務職員，技術職員及びその他関
連する者）は、競争的研究費を使⽤する上で、以下の⾏動規範を遵守しなければならない。 
1. 構成員は、競争的研究費が公的な資⾦であることを認識し、公正かつ効率的に使⽤しな

ければならない。 
2. 構成員は、競争的研究費の使⽤にあたり、関係する法令・通知及び会社が定める規則等

を遵守しなければならない。 
3. 構成員は、競争的研究費の計画的かつ適正な使⽤に努めるとともに、研究活動の特性 

を理解し、効率的かつ適正な事務処理を⾏わなければならない。 
4. 構成員は、相互の理解と緊密な連携を図り協⼒して、競争的研究費の不正使⽤を未然 

に防⽌するよう努めなければならない。 
5. 構成員は、競争的研究費の使⽤にあたり取引事業者との関係において国⺠の不信や疑

惑を招くことのないよう公正に⾏動しなければならない。 
6. 構成員は、競争的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知 

識習得、事務処理⼿続き及び使⽤ルールの理解に努めなければならない 
 
第９条（不正な取引に関与した業者への処分⽅針） 
1. 会社は、不正な取引に関与した業者について、取引停⽌の措置を取るものとする。 
2. 取引停⽌期間は、1か⽉以上 12か⽉以内とする。具体的な取引停⽌期間は、状況調査

のうえ合理的判断により決定する。ただし、即時の取引停⽌により会社の研究活動に著
しく影響が⽣じる場合は、⼀定期間を経た後に取引停⽌処分とすることができる。 

 
第１０条（取引業者に提出を求める誓約書） 
競争的研究資⾦等の社外から獲得した研究費により⾏われる研究活動に関する取引業者に
対し、 不正取引を防⽌するため、機関におけるリスク要因・実効性等を考慮した上で、別
途定める様 式に⽰す誓約書の提出を求める。誓約書には以下の内容を含めるものとする。  
1. 会社の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。  
2. 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協⼒すること。 
3. 不正が認められた場合は、取引停⽌を含むいかなる処分を講じられても異議がないこ

と。 
4. 会社の構成員等から不正な⾏為の依頼等があった場合には通報すること。 
 
 
 
 



第１１条（不正防⽌計画と取り組み） 
以下に優先的に取り組むべき事項を中⼼に、明確な計画・取り組みを規定する。 

不正が⽣じうるリスク 防⽌計画と取り組み 
ルールと実態の乖離（発注権限のない研究
者による発注、例外処理の常態化など 

使⽤ルールとその運⽤にかい離がある場合 
は、適切な指導を⾏うとともに、原因を分 
析した上で必要に応じて規定・ルールの変 
更等も含めた対策を講じる 

予算執⾏の特定の時期への偏り 定期的に予算施⾏状況の確認を⾏うととも 
に、必要に応じ改善を求める 

国の制度変更により、整備した公的研究費
の管理体制及び計画が適切でなくなる 

管理・監査体制や不正防⽌計画の適正性を 
適宜確認し、必要に応じて⾒直すことによ
り、これらを常に適切なものに保つ 

取り組みに部局や研究内容によるばらつき
が⽣じる 

機関全体の観点（コーポレート部⾨）から
のモニタリングを⾏う 

複数の⼩要因が関わることで不正が⽣じる
可能性 

定期的に予算計画や開発計画の調整を⾏う
とともに、必要に応じ改善を求める 

上記は効率低下防⽌（特に研究開発進捗低下の防⽌）、コーポレート部⾨の負担軽減の配慮、
管理コスト低減の配慮といった総合的な観点から判断されている。 
 
 


